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気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法
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気候変動を踏まえた治水計画に見直すにあたっての論点

＜これまでの取組＞

○試行的に、河川整備計画の策定及び変更の際に、「水害リスク評価」を実施し、想定最大外力
までの様々な規模の外力に対して、上下流・本支川のバランスなどの留意し、氾濫した場合の
水害リスクができる限り小さくなっているか等について確認。

＜今後の取組＞

○減災効果を定量的に把握する「水害リスク評価」の手法を確立する。

○「水害リスク評価」を活用し、河川整備計画に位置づける事業を総合的な判断に基づき選定す
る方法を検討する。

○河川整備計画の見直しを行う際の検討手順（河川整備基本方針の見直しを行う場合の考え方
を含む）を整理する。

課題 気候変動を踏まえた治水計画へ見直す手法

【論点】
• 様々な外力に対する被害の状況や対策の効果を定量的に把握する手法

• 外力の増大や減災効果も考慮し、河川整備計画に位置づける対策の選定手法（複数案の比較）

• 上記を踏まえ、河川整備計画を見直す手順の整理
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様々な外力に対する流域全体の被害や対策の効果を
減災効果も含めて定量的に評価する「水害リスク評価」の概要
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「水害リスク評価」の概要

確率規模

リ
ス
ク
（
被
害
額
等
） 1／50のハード整備実施後

整備前

1／30 1／50 1／100 1／200

整備前

整備後

○想定最大までの様々な規模の外力に対して、整備前後の水害リスクをリスクカーブ等を用いて明ら
かにする。
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リスクカーブ



○平成27年より、河川整備計画策定及び変更の際に「水害リスク評価」による点検を試行。

洪水規模

想
定
被
害

河川整備前（現状）

1/100

想定最大外力までの
水害リスクを分析

河川整備後

1/30

＜評価項目＞
被害額、浸水戸数、想定死者数、
想定孤立者数 等

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

5.0m以上の区域

2.0～5.0m未満の区域

1.0～2.0m未満の区域

0.5～1.0m未満の区域

0.5m未満の区域

凡      例

想定最大外力までの
被害を想定

河川整備前

1/1000

河川整備の内容等の見直しによる
水害リスクの低減

洪水規模

想
定
被
害

河川整備前（現状）

1/100

河川整備後

1/30 1/1000

河川整備後

＜見直し内容＞
下流の河道掘削の範囲、
上流の整備方法 等

●●地区 被害曲線

水害リスクの低減

●●地区 被害曲線

※図はあくまでイメージであり、浸水区域や発生確率等については実際の河川等と必ずしも一致しない

様々な外力に対する災害リスクに基づく河川整備計画の点検・見直し
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「水害リスク評価」の河川整備計画への活用状況

【新規】 利根川水系鬼怒川、荒川、利根川水系渡良瀬川、鈴鹿川、菊川整備計画の実施後に被害額が増えて
いないことを各氾濫ブロックで確認。 【変更】 鳴瀬川水系吉田川、最上川、雄物川、矢部川



「水害リスク評価」の実施による効果

○想定最大までの様々な規模の外力に対する減災を含めた対策の効果がリスクカーブにより「見える
化」される。

○流域全体、氾濫ブロック毎に整備前後のリスクカーブを比較し、水害リスクが増加していないことや、
被害軽減効果の上下流・本支川バランスが確認できる。
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※図は最大浸水深図を表している。

※破堤の条件は、スライド堤防高－
余裕高評価又はHWL高評価のいず
れか低い方としている。

※想定最大規模洪水の外力は暫定
値である。
※この試算は平成19年9月洪水の波

形によるものであり、他の洪水波形に
よっては異なる可能性がある。

※破堤点以外の区間では越流による
河川の流量低減を見込んでいる。

想定被害額（億円） 浸水深3m以上の区域面積（㎢） 浸水深3m以上の区域人口（人）

荒川Ｒ１ブロックにおける
水害リスク評価
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検討手順

「水害リスク評価」の実施フロー

評価外力の設定

氾濫計算条件の設定

氾濫計算の実施

想定被害の算出

リスクカーブによる
被害軽減効果の評価

• 現在の施設能力規模から想定最大規模までの複数を設定
• 降雨波形は、基本方針や整備計画の目標設定に用いたものを基本

• 事業評価、浸水想定区域検討等で作成した氾濫計算モデルを活用
• リスクを最も危険側に評価することが基本

• 評価外力毎・氾濫ブロック毎に評価
• 基準時点の整備前の河道・施設と整備後の河道・施設を使用

• 被害の評価項目は人的被害・経済被害の直接被害を基本
（店舗の休業等の一部の間接被害は含む）

• 必要に応じて適切な評価項目を追加することが可能

• リスクカーブを用いて被害低減効果を評価
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水害リスクの評価項目及び指標

「水害リスク評価」の評価項目及び指標

○水害リスクの評価は、人的被害、経済被害を標準的な項目で実施。

○地域の特性等から評価を必要とする項目は、「水害の被害指標分析の手引き」（H25試行版）に
基づき設定し評価することができる。

標準的な
評価項目として設定



様々な評価の例（死者数：鳴瀬川水系吉田川）
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様々な評価の例（主要な道路・鉄道等への影響：最上川水系最上川）
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減災効果も考慮して河川整備計画に位置づける対策の
選定（複数案の比較）の考え方
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減災効果を事業メニュー選定に導入するイメージ

○水害リスク評価により定量化した減災効果は、代替案の比較を行う場合の評価項目の１つとし
て活用。

◎：定量評価、○定性評価
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代替案比較の評価手法

水害リスク評価を
活用し、減災効果
を定量的に評価

外力増加や減災
効果の高い対策
を選定した場合の

追加コスト

外力変化に
対応した場合の
社会的影響や

追加コスト

※ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目より



減災効果を評価する手法

○計画規模を超える洪水に対する減災効果を、事業評価における便益の算出方法等を参考に、
定量化を検討。

○気候変動による将来の安全度の低下を考慮して便益を算出する案（ケース①）や、計画規模を
超える外力での減災効果を便益として追加する案（ケース②）、計画規模を超える洪水に対する
被害の差分を減災効果として評価する案（ケース③）などを検討。

13


